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○
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）

（
抄
）

（
暴
力
的
要
求
行
為
の
禁
止
）

第
九
条

指
定
暴
力
団
等
の
暴
力
団
員
（
以
下
「
指
定
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
者
の
所
属
す
る
指
定
暴
力
団
等
又
は
そ
の
系
列
上
位
指
定
暴
力
団
等
（
当
該
指
定
暴
力
団
等

と
上
方
連
結
（
指
定
暴
力
団
等
が
他
の
指
定
暴
力
団
等
の
構
成
団
体
と
な
り
、
又
は
指
定
暴
力
団
等
の
代
表
者
等
が
他
の
指
定
暴
力
団
等
の
暴
力
団
員
と
な
っ
て
い
る
関
係
を
い
う
。

）
を
す
る
こ
と
に
よ
り
順
次
関
連
し
て
い
る
各
指
定
暴
力
団
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
威
力
を
示
し
て
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

四

縄
張
（
正
当
な
権
原
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
己
の
権
益
の
対
象
範
囲
と
し
て
設
定
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
で
営
業
を
営
む
者
に
対
し
、

名
目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
そ
の
営
業
を
営
む
こ
と
を
容
認
す
る
対
償
と
し
て
金
品
等
の
供
与
を
要
求
す
る
こ
と
。

五
〜
二
十
七

（
略
）

（
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
暴
力
団
員
等
の
禁
止
行
為
）

第
十
五
条
の
三

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
暴
力
団
員
は
、
警
戒
区
域
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

二

当
該
対
立
抗
争
に
係
る
他
の
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
暴
力
団
員
（
当
該
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
が
内
部
抗
争
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
内
部
抗
争
に
係
る
集
団
（
自
己
が
所
属
す
る
集
団
を
除
く
。
）
に
所
属
す
る
指
定
暴
力
団
員
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
対
立
指
定
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
ま
と
い
、

又
は
対
立
指
定
暴
力
団
員
の
居
宅
若
し
く
は
対
立
指
定
暴
力
団
員
が
管
理
す
る
事
務
所
の
付
近
を
う
ろ
つ
く
こ
と
。

三

多
数
で
集
合
す
る
こ
と
そ
の
他
当
該
対
立
抗
争
又
は
内
部
抗
争
に
係
る
暴
力
行
為
を
誘
発
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
行
為
を
行
う
こ
と
。

２

（
略
）

第
四
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

二

第
十
五
条
の
三
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
暴
力
団
員
で
、
第
三
十
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
に
お
い
て
又
は
当
該
警
戒
区
域
に
お
け
る
人
の
生
活
若
し
く
は
業
務
の
遂
行
に

関
し
て
、
暴
力
的
要
求
行
為
又
は
第
三
十
条
の
二
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
も
の
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○
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
三
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）

（
抄
）

（
審
査
専
門
委
員
）

第
二
条

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
審
査
専
門
委
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
審
査
専
門
委
員
」
と
い
う
。
）
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

２

審
査
専
門
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

審
査
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
警
察
庁
長
官
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
三
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
及
び
通
報
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
及
び
通
報
に
関
す
る
事

務
は
、
警
察
庁
長
官
が
行
う
。

（
方
面
公
安
委
員
会
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
四
条

法
第
四
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
以
外
の
法
又
は
法
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
道
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
法
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
に
関
す
る
事
務
を
除
き
、
道
警
察
本
部
の
所
在
地
を
包
括
す
る
方
面
を
除
く
方
面
に
つ
い
て
は

、
当
該
方
面
公
安
委
員
会
が
行
う
。

○
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）

（
抄
）

（
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
許
可
の
基
準
の
特
例
）

第
五
条
の
二

（
略
）

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
許
可

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

三

銃
砲
、
刀
剣
類
、
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
準
空
気
銃
又
は
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
刃
物
（
第
二
十
四
条
の
二
に
お
い
て
「
銃
砲
刀
剣
類
等
」
と
い
う
。
）
を
使

用
し
て
、
前
号
に
規
定
す
る
罪
以
外
の
凶
悪
な
罪
（
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
長
期
三
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
も
の
に
限
る
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
当
た

る
違
法
な
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
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３
〜
６

（
略
）

（
許
可
の
取
消
し
及
び
仮
領
置
）

第
十
一
条

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
四
条
又
は
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
す
こ

と
が
で
き
る
。

一
〜
三

（
略
）

四

第
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

五

（
略
）

２
〜
１
１

（
略
）

（
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
の
取
消
し
）

第
十
一
条
の
三

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
年
少
射
撃
資
格
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
を
取
り
消

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

三

第
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

２

（
略
）

（
経
過
措
置
）

第
三
十
条
の
二

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
政
令
、
内
閣
府
令
又
は
国
家
公
安
委
員
会
規
則
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
、
内
閣
府
令
又
は
国
家

公
安
委
員
会
規
則
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

○
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）

（
抄
）

（
人
の
生
命
又
は
身
体
を
害
す
る
罪
等
）

第
十
二
条

（
略
）

２

法
第
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一
〜
二
十
四

（
略
）

二
十
五

人
質
に
よ
る
強
要
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
罪

二
十
六

細
菌
兵
器
（
生
物
兵
器
）
及
び
毒
素
兵
器
の
開
発
、
生
産
及
び
貯
蔵
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
等
の
実
施
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
罪
（
人
の

生
命
又
は
身
体
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
当
該
罪
に
係
る
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
罪

二
十
七

化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
罪
（
人
の
生
命
又
は
身
体
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
に
係
る
も
の
を
除
く

。
）
又
は
当
該
罪
に
係
る
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
罪

二
十
八

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
百
三
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
罪

二
十
九

金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
五
百
五
十
五
条
に
規
定
す
る
罪

三
十

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
罪

三
十
一

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
百
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
罪

三
十
二

児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
罪

三
十
三

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
（
同
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
二
号
又
は
第
十
四
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
条
（
同
項
第
七
号
及
び
第
十
三
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
又
は
第
七
条
（
同
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定

す
る
罪

三
十
四

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
百
六
十
条
又
は
第
二
百
六
十
三
条
に
規
定
す
る
罪

三
十
五

外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
罪

三
十
六

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
百
七
十
一
条
に
規
定
す
る
罪

三
十
七

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
六
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
罪

三
十
八

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
百
七
十
二
条
又
は
第
二
百
七
十
五
条
に
規
定
す
る
罪

三
十
九

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
九
百
七
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
罪

四
十

国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
罪

四
十
一

放
射
線
を
発
散
さ
せ
て
人
の
生
命
等
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
罪
（
人
の
生
命
又
は
身
体
に
危
険
を

生
じ
さ
せ
る
行
為
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
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四
十
二

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
十
四
条
又
は
第
百
十
五
条
第
一
項
（
同
項
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
罪

四
十
三

海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
罪

○
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）

（
抄
）

（
禁
止
行
為
）

第
六
条

（
略
）

２

（
略
）

３

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
は
、
訪
問
販
売
に
係
る
売
買
契
約
若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
を
締
結
さ
せ
、
又
は
訪
問
販
売
に
係
る
売
買
契
約
若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
の
申
込

み
の
撤
回
若
し
く
は
解
除
を
妨
げ
る
た
め
、
人
を
威
迫
し
て
困
惑
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

（
禁
止
行
為
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

３

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
は
、
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
売
買
契
約
若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
を
締
結
さ
せ
、
又
は
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
売
買
契
約
若
し
く
は
役
務
提
供
契

約
の
申
込
み
の
撤
回
若
し
く
は
解
除
を
妨
げ
る
た
め
、
人
を
威
迫
し
て
困
惑
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
禁
止
行
為
）

第
三
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

３

統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
一
般
連
鎖
販
売
業
者
は
、
そ
の
統
括
者
の
統
括
す
る
一
連
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契
約
を
締
結
さ
せ
、
又
は
そ
の
連
鎖
販
売
業

に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契
約
の
解
除
を
妨
げ
る
た
め
、
人
を
威
迫
し
て
困
惑
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

（
禁
止
行
為
）

第
四
十
四
条

（
略
）
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２

（
略
）

３

役
務
提
供
事
業
者
又
は
販
売
業
者
は
、
特
定
継
続
的
役
務
提
供
等
契
約
を
締
結
さ
せ
、
又
は
特
定
継
続
的
役
務
提
供
等
契
約
の
解
除
を
妨
げ
る
た
め
、
人
を
威
迫
し
て
困
惑
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
。

（
禁
止
行
為
）

第
五
十
二
条

（
略
）

２

業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
は
、
そ
の
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契
約
を
締
結
さ
せ
、
又
は
そ
の
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
に
係
る

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契
約
の
解
除
を
妨
げ
る
た
め
、
人
を
威
迫
し
て
困
惑
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

第
七
十
条

第
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
十
一
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
四
条
又
は
第
五
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し

た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

○
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
十
一
号
）

（
抄
）

（
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
）

第
九
条

法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

二

受
託
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
、
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
、
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三

年
法
律
第
九
十
七
号
）
、
騒
音
規
制
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

、
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
、
悪
臭
防
止
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
一
号
）
、
振
動
規
制
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
、

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
八
号
）
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
処
分
若
し
く
は
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の

防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
第
三
十
二
条
の
二
第
七
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
百
四

条
、
第
二
百
六
条
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
八
条
の
三
、
第
二
百
二
十
二
条
若
し
く
は
第
二
百
四
十
七
条
の
罪
若
し
く
は
暴
力
行
為
等
処
罰
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
五
年
法
律
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第
六
十
号
）
の
罪
を
犯
し
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ニ
〜
チ

（
略
）

三

（
略
）

○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）

（
抄
）

（
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
）

第
四
条

法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

二

受
託
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
、
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
、
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三

年
法
律
第
九
十
七
号
）
、
騒
音
規
制
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

、
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
、
悪
臭
防
止
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
一
号
）
、
振
動
規
制
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
、

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
八
号
）
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
処
分
若
し
く
は
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の

防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
第
三
十
二
条
の
二
第
七
項
を
除
く
。
）
に
違
反
し
、
又
は
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
百
四
条
、
第

二
百
六
条
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
八
条
の
三
、
第
二
百
二
十
二
条
若
し
く
は
第
二
百
四
十
七
条
の
罪
若
し
く
は
暴
力
行
為
等
処
罰
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
五
年
法
律
第
六
十

号
）
の
罪
を
犯
し
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ニ
〜
チ

（
略
）

三

（
略
）

○
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）

（
抄
）

（
法
第
百
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
）

第
十
六
条

法
第
百
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一

（
略
）

二

受
託
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

法
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
い
う
。
）
、
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十

三
号
）
、
大
気
汚
染
防
止
法
、
騒
音
規
制
法
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
、
水
質
汚
濁
防
止
法
、
悪
臭
防
止
法
、
振
動
規
制
法
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等

の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
若
し
く
は
こ
れ
ら

の
法
律
に
基
づ
く
処
分
若
し
く
は
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
第
三
十
二
条
の
二
第
七
項
を
除
く
。
）
に
違
反
し

、
又
は
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
百
四
条
、
第
二
百
六
条
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
八
条
の
三
、
第
二
百
二
十
二
条
若
し
く
は
第
二
百
四
十
七
条
の
罪
若
し

く
は
暴
力
行
為
等
処
罰
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
の
罪
を
犯
し
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ニ
〜
ヌ

（
略
）

三

（
略
）

○
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）

（
抄
）

附

則

（
受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
（
学
術
、
技
芸
、
慈
善
、
祭
祀(

し)

、
宗
教
そ
の
他
公
益
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
当
該
信
託
に
関

す
る
信
託
事
務
を
適
正
に
処
理
す
る
に
足
り
る
財
産
的
基
礎
及
び
人
的
構
成
を
有
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
法
人
以
外
の
者
を
受
託
者
と
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

○
信
託
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
九
十
九
号
）

（
抄
）

（
受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
の
受
託
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
法
人
）

第
三
条

信
託
法
附
則
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
法
人
と
す
る
。

一

（
略
）
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二

業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
理
事
若
し
く
は
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
又
は
監
事
若
し
く
は
監
査
役
（
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で

あ
る
か
を
問
わ
ず
、
当
該
法
人
に
対
し
こ
れ
ら
の
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
に
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
な
い
こ

と
。

イ

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

こ

ロ

信
託
法
、
担
保
付
社
債
信
託
法
（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
二
号
）
若
し
く
は
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
規

定
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
の
規
定
（
同
法
第
三
編
に
規
定
す
る
投
資
法
人
制
度
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
資
産

の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
の
規
定
（
同
法
第
二
編
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社
制
度
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
著
作
権
等
管
理
事
業
法
（
平
成

十
二
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
（
同
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
委
任
契
約
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四

号
）
の
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
り
、
又
は
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
百
四
条
、
第
二
百
六
条
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
八
条
の
三
第
一
項
、
第
二
百
二

十
二
条
若
し
く
は
第
二
百
四
十
七
条
の
罪
、
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
大
正
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
第
一
条
、
第
二
条
若
し
く
は
第
三
条
の
罪
若
し
く
は
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
若
し
く
は
第
五
十
条
の
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
よ
り

、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ

（
略
）


